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議　会

市
議
会

12
月
定
例
会

市
議
会
12
月
定
例
会

は
12
月
４
日
に
招
集

さ
れ
、
条
例
や
補
正

予
算
な
ど
が
提
案
さ

れ
ま
し
た
。

主
な
議
案
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

条
例
等

二
本
松
市
部
設
置
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

　
市
政
改
革
に
よ
り
、
平
成
31
年

４
月
１
日
か
ら
市
の
組
織
機
構
を

変
更
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

◎
主
な
組
織
機
構
の
変
更
内
容

・�

建
設
部
と
上
下
水
道
部
を
統
合

し「
建
設
部
」と
す
る
。

・�
福
祉
部
を「
保
健
福
祉
部
」と
改

称
し
、
健
康
増
進
課
を
所
属
さ

せ
る
。

・�

秘
書
広
報
課
と
企
画
財
政
課
の

企
画
部
門
を
統
合
し
、「
秘
書

政
策
課
」と
す
る
。

・�

契
約
管
財
課
と
企
画
財
政
課
の

財
政
部
門
を
統
合
し
、「
財
政

課
」と
す
る
。

・�

生
活
環
境
課
と
除
染
推
進
課
を

統
合
し「
生
活
環
境
課
」と
す
る
。

・�

農
政
課
と
農
林
課
を
統
合
し

「
農
業
振
興
課
」と
す
る
。

・�

水
道
課
と
下
水
道
課
を
統
合
し

「
上
下
水
道
課
」と
す
る
。

二
本
松
市
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

　
安
達
地
域
内
に
民
間
事
業
者
に

よ
る
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

が
開
設
し
た
こ
と
に
伴
い
、
安
達

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
を
廃

止
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

二
本
松
市
巡
回
福
祉
車
両
運
行
事

業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

　
平
成
31
年
度
か
ら
、
高
齢
者
の

公
共
交
通
運
賃
無
料
化
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
で
す
。

補
正
予
算

一
般
会
計

　
今
回
の
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、

平
成
30
年
度
当
初
予
算
編
成
後
の

職
員
の
異
動
整
理
に
伴
う
人
件
費

の
増
減
等
の
他
、
９
月
か
ら
10
月

に
か
け
て
発
生
し
た
台
風
に
よ
り

被
災
し
た
施
設
等
の
災
害
復
旧
に

か
か
る
予
算
措
置
、
国
・
県
補
助

事
業
の
執
行
経
過
に
よ
る
変
更
・

整
理
な
ど
が
主
な
も
の
で
、
歳
入

歳
出
予
算
に
そ
れ
ぞ
れ
５
４
７
６

万
１
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額

を
３
６
６
億
６
１
０
８
万
４
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。
主
な
歳
出
補

正
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
特
別
障
害
者
手
当
等
の
増

２
０
０
万
円

▽�

老
人
福
祉
施
設
等
整
備
事
業
補

助
金
の
増　
７
３
２
万
３
千
円

▽
用
排
水
路
補
修
事
業
費
の
増

１
２
０
万
円

▽�

有
害
鳥
獣
捕
獲
活
動
事
業
費
の

増　
　
　
　
　
１
３
８
０
万
円

▽�

小
学
校
施
設
設
備
維
持
管
理
経

費
の
増　
　
２
５
６
万
７
千
円

▽�

中
学
校
施
設
設
備
維
持
管
理
経

費
の
増　
　
　
　
３
５
０
万
円

▽�

農
業
用
施
設
単
独
災
害
復
旧
事

業
の
増　
　
　
　
７
０
０
万
円

▽�

林
業
施
設
単
独
災
害
復
旧
事
業

の
増　
　
　
　
　
４
５
０
万
円

工
業
団
地
造
成
事
業
会
計

　
長
命
地
内
に
整
備
を
進
め
て
い

る
長
命
工
業
団
地
に
つ
い
て
、
実

施
設
計
業
務
等
が
完
了
し
た
こ
と

か
ら
、
敷
地
造
成
を
進
め
る
べ
く

造
成
工
事
費
を
計
上
す
る
た
め
、

補
正
予
算
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　
資
本
的
支
出
に
お
い
て
は
、
工

事
費
３
億
３
１
３
７
万
円
を
増
額

補
正
し
、
資
本
的
収
入
に
お
い
て

は
、
企
業
債
３
億
３
１
３
０
万
円

を
増
額
す
る
こ
と
と
し
て
、
補
正

予
算
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
こ
の
造
成
工
事
に
つ
い
て

は
、
平
成
30
年
度
と
31
年
度
の
２

カ
年
で
実
施
す
る
た
め
、
こ
れ
に

か
か
る
継
続
費
の
補
正
も
提
案
さ

れ
ま
し
た
。
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国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
で
、
受
診
月
ご
と
の
医
療
費
の
額
が

一
定
の
金
額（
自
己
負
担
限
度
額
）を
超

え
た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
分
が
高
額

療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
詳
し

く
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
証

・�

受
診
月
に
世
帯
内
で
国
保
に
加
入
し
て

い
る
方
全
員
分
の
領
収
書

・
認
め
印

・
振
込
先
の
通
帳

申 

請
先　
市
役
所
国
保
年
金
課
も
し
く

は
各
支
所
地
域
振
興
課

※�

確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
を
申
告
さ
れ

る
予
定
の
方
は
、
高
額
療
養
費
の
申
請

を
先
に
済
ま
せ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

注　
意

・�

食
費
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
等
の
自
費
分

は
支
給
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

・�

70
歳
未
満
の
方
の
受
診（
入
院
と
外
来

は
別
）に
つ
い
て
は
、
１
医
療
機
関
に

つ
き
２
万
１
千
円
以
上
の
自
己
負
担

を
し
た
場
合
の
み
合
算
で
き
ま
す
。

・�

70
歳
か
ら
75
歳
未
満
の
方
は
、
医
療
機

関
や
歯
科
の
区
別
な
く
合
算
で
き
ま
す
。

・�
世
帯
に
未
申
告
の
方
が
い
る
場
合
、

申
請
受
付
時
に
限
度
額
の
判
定
が
で

き
な
い
た
め
、
上
位
所
得
者
ア
ま
た

は
現
役
並
み
所
得
者
Ⅲ
と
同
じ
と
み

な
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
申
告
し
た

上
で
申
請
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・�

支
給
に
つ
い
て
は
、
受
診
内
容
確
認

後
と
な
り
ま
す
。
確
認
に
は
、
受
診

月
か
ら
３
カ
月
程
度
必
要
な
の
で
、

支
給
ま
で
時
間
が
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

・�

領
収
書
が
不
足
し
て
い
る
場
合
、
受

給
額
が
発
生
し
な
い
、
も
し
く
は
減

額
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　
☎（
55
）５
１
０
６

　
Fax（
22
）１
５
４
７

　
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

高 
額
療
養
費
と
は
…
窓
口
負
担
額
が
、
１
カ
月
間（
１
日

か
ら
月
末
ま
で
）に
一
定
額（
自
己
負
担
限
度
額
）を
超

え
た
場
合
、
そ
の
超
え
た
金
額
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

70 歳以上 75 歳未満 の方の 自己負担限度額（月額）～ 平成 30 年８月から ～
　　70 歳以上 75 歳未満の方は、外来（個人単位）の限度額Aを適用後に、外来 + 入院（世帯単位）の限度額Bを適用します。

所得区分 住民税課税
所得額

外　来
（個人単位） A

外来+入院（世帯単位） B
３回目まで ４回目以降

現役並み所得者Ⅲ 690万円以上 �252,600円+（医療費の総額�－�842,000円）×１％ 140,100円
現役並み所得者Ⅱ 380万円以上 �167,400円+（医療費の総額�－�558,000円）×１％ 93,000円
現役並み所得者Ⅰ 145万円以上 ���80,100円+（医療費の総額�－�267,000円）×１％ 44,400円

一　般 － 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者（Ⅱ） 住民税非課税

8,000円
24,600円

低所得者（Ⅰ） 所得０円 150,000円

70 歳未満 の方の 自己負担限度額（月額）
所得区分

【総所得金額等】※1
３回目まで ４回目以降

※2

901万円超（ア） 252,600円
+（医療費の総額�－�842,000円）×１％ 140,100円

600万円超
　900万円以下（イ）

167,400円
+（医療費の総額�－�558,000円）×１％ 93,000円

210万円超
　600万円以下（ウ）

80,100円
+（医療費の総額�－�267,000円）×１％ 44,400円

210万円以下（エ） 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯（オ） 35,400円 24,600円

国　保

　同じ人が同じ月内に同じ
医療機関に支払った医療費
の額が、左表の限度額を超
えた場合、その超えた分が
支給されます。
※�２つ以上の医療機関にか
かった場合は別計算。
※�同じ医療機関でも入院・
外来・歯科は別計算。
※�別計算分は、21,000 円以
上自己負担した分同士に
ついてのみ合算が可能。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ

高
額
療
養
費
申
請
の
ご
案
内

※ 1　【総所得金額】＝総所得金額（収入総額－必要経費－給与所得控除－公的年金等控除等）－基礎控除（33万円）
※ 2　過去 12カ月間で、同じ世帯での支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額です。


